令和5年度　第1回　四万十町総合教育会議
日時：令和５年９月５日（火）午後１３時半 ～ １６時
場所：四万十町役場本庁　東庁舎２階　第１会議室

１　出席者　　町長　　　　中尾　博憲
教育長　　　山脇　光章
教育委員　　横山　順一
谷口　和史
野中　裕子（欠席）
西谷　史
　　　〔教育委員会事務局〕
教育委員会　　教育次長　　　浜田　章克
　　　　　学校教育課　　課長　　　　　長森　伸一
　　　　　　　　　　　　副課長　　　　東　　孝典
　　　　　　　　　　　　係長　　　　　横山　光一
教育対策監　　中川　千穂
生涯学習課　　課長　　　　　味元　伸二郎
副課長　　　　佐竹　あゆみ
　　　　　　　　 企画課　　　　政策監　　　　大元　学
　　　　　　　〔事務局〕
　総務課　　　課長　　　　　池上　康一
　主事　　　　　谷脇　雪乃

２　傍聴者　　０名

３　日程　　①　開会
②　町長挨拶
③　教育長挨拶
④　会議録署名人の指名　（横山・谷口委員）
⑤　議題
１．教育振興基本計画について
２．文化的施設について
３. その他　
　　　　　　⑥　閉会

議　事　（進行役：総務課長）
	総務課長
	それでは議題に入ります。まず１つめの教育振興基本計画について、事務局から説明をお願いします。

	教育次長
	　教育振興基本計画、大綱、大綱の策定に係るこれまでの経緯等についてご説明します。
教育振興基本計画は、教育基本法に基づく計画で、国の教育振興基本計画を参酌して、地方公共団体の実情に応じて定める教育の振興のための基本的な計画です。
本町では、平成２６年の６月に、教育振興基本計画の１０カ年計画を策定し、翌年３月に、施策ごとの詳細を示した別冊を作成しています。その後、５年が経過をしたのち、令和元年の７月に後期計画という形で改定をしています。
この後期計画は、今年度末に計画期間が終了しますので、令和６年度以降の次期計画について、現在作成業務を行っています。次期計画の計画期間については１０年、または５年を想定しており、計画の内容等については、後ほど学校教育課長からご説明します。
続いて、大綱についてですが、大綱は地方公共団体の教育学術及び文化の振興に関する総合的な施策の目標、施策の根本的な方針を首長が定めるとなっています。この根拠は、教育行政の組織及び運営に関する法律です。大綱は、国の教育振興基本計画の基本的な方針を参酌して定めることとなっており、計画期間については、法律に定めはありませんが、４年から５年程度が想定されています。首長が大綱を定める時、変更しようとする時は、総合教育会議において協議することとなっていますが、教育振興計画を定めている場合は、総合教育会議の中で協議し、この教育振興基本計画をもって大綱に代えると判断した場合は、別に大綱を定める必要はありません。
大綱に係るこれまでの経過ですが、平成２７年の４月１日に総合教育会議が設置され、同年９月４日に開催された会で、教育振興基本計画を四万十町の教育行政の大綱と代えるという確認がされています。続いて、令和元年の７月に後期計画を策定し、同年１０月２５日の総合教育会議でその後期計画を大綱に代えるという確認がされています。次期計画については、令和６年３月策定を予定していますので、これまでと同様に大綱と代えることを確認いただければと考えています。

	学校教育課長
	私からは、四万十町教育振興基本計画について説明します。
まず、計画の位置付けから説明します。四万十町では、総合振興計画が、各種計画の最上位計画として位置付けられており、この総合振興計画を基に、町の教育大綱から教育振興基本計画が策定されています。
次に、現在の四万十町教育振興基本計画の体系の説明をします。基本理念として、たくましく人間性豊かな人づくり、４つの基本的方針として、社会を生き抜く力の養成、未来の飛躍を実現する人材の育成、学びのセーフティネットの構築、絆づくりと活力あるコミュニティの形成を掲げ、５つの成果目標と２０の基本施策を掲げています。
これから、次期計画を作っていくにあたり、皆様に知っておいていただきたいのは、現在の学習指導要領に示されているこれから求められる人材についてです。学習指導要領では、１人１人の児童生徒が自分の良さや可能性を認識するとともに、あらゆる他者を価値のある存在として尊重し、多様な人々と協働しながら、さまざまな社会的変化を乗り越え、持続可能な社会の創り手となることが求められると述べられています。
次に、国の新たな教育振興基本計画を説明します。国の教育振興基本計画の基本コンセプトは、１つ目が２０４０年度以降を見据えた持続可能な創り手の育成です、２つ目が日本社会に根ざしたウェルビーイングの向上となっており、基本的な方針として、１.持続的な発展に向けて学び続ける人材の育成、２.全ての人の可能性を引き出す共生社会の実現に向けた教育の推進、３.家庭や地域で共に学び支え合う社会の実現、４.教育のデジタルトランスフォーメーション、ＤＸの推進を実現していくことが必要とされています。
この計画目標の中でも、確かな学力の育成、豊かな心の育成、健やかな体の育成などについて、教育委員会としても国と同様にやっていくことが必要と考えています。
次期町計画については、こういう体系で策定することを今回提案させていただきたいと思っています。
現在、何のために子ども達に教育をしているかというと、将来立派に成長し、２０４０年という時代に向け、お互いを認識し、これから求められる人材を育成していくことと考えています。
次に、２０４０年を見据えた社会情勢について、１.人口減少で少子高齢化の時代、２.多様化グローバル化の時代、３.デジタル化の時代、４.ＶＵＣＡ(変動制・不確実性・複雑性・曖昧性）の時代、人生１００年時代の５つをキーワードに、どういうような社会になるかを説明します。
まず、わが国の総人口の推移（年齢三区分別）を見てください。少子高齢化の進行に合わせ、生産年齢人口が現在の６６％から５０％近くになり、働き手の減少が見込まれます。
続いて、多様化・グローバル化の時代ということで、少なくなる労働人口を補うためには、外国人との共生が必要になると想定されています。これからは、社会や学校、地域において、外国人とともに対応していく、一緒に新たな価値観を共有していくことが必要ではないかと見込まれます。
そして、デジタル化の時代いうことで、ソサエティー５．０の時代が来ると言われています。この時代は、社会がデジタル技術で結ばれ、仮想空間と現実空間の高度な融合、ＡＩなどが進展し、社会に求められる仕事が変わっていくのではないかと想定されます。デジタル化の進展で想定されるものとしては、労働需要の変化が見込まれます。これまで人の手で行っていたことが縮小され、ＡＩやロボットで代替しやすい職種では雇用が減少し、代替しづらい職種や、新たな技術開発を担う職種で雇用が増加するという労働の内容の変化が想定されます。
ＶＵＣＡ(変動制、不確実性、複雑性、曖昧性）の時代では、戦争、貧困、自然災害、疫病など、今までの想定にはないことが起きるとされており、そのためには、常に変化する状況に合わせ、自らも変革し、率先して動くリーダーシップ、テクノロジーの理解と情報収集力、変化に臨機応変に対応する力を持つ人材が必要と言われています。
最後に、人生１００年時代ということについてです。今までは、1つの分野で学び、仕事を全うし、引退するという３ステージ制から、複数の分野で学んで働きながらキャリアアップを図るマルチステージ制になると言われています。これについては、国の骨太の方針２０２３年の、退職金課税の見直しにより、現在労働移動の円滑化が検討されています。
以上によって、２０４０年を見すえた社会では、新しい時代にも対応できる資質能力の育成、多様な価値観を尊重し、共生社会の実現を目指す人材育成、生涯学び続ける人材と環境が必要であるといえます。
これらを受け、次期教育振興基本計画では基本理念の、たくましく人間性豊かな人づくり、そして目指す人間像を、前回の計画より明確に提示し、ふるさとを愛し、志を持ち、地域に貢献できる人材の育成を1つの方向性とし、基本方針として自助・共助・公助を基本に、学校教育の充実、生涯学習の推進とスポーツの振興、子育ての支援という３つの施策を、それぞれの項目に基づき実施していく流れにしたいと考えています。
次期計画の策定までのスケジュールをご説明します。今回の総合教育会議の後、１０月に第1回策定委員会で現計画の状況と次期計画の概要を説明します。そして、１２月の第２回策定委員会で、次期計画の具体的な内容を示し、委員会の意見を求めます。その結果をもって、１月に意見公募、２月に第３回委員会で次期計画案の取りまとめ、３月の教育委員会で次期計画の承認という流れを予定しています。

	総務課長
	ありがとうございました。それでは、議題について次長に２点確認させていただきます。１点目は、この場で協議をすることとして、教育振興基本計画を大綱に代えても良いかということです。

	教育次長
	現在の計画を教育大綱に代えることが確認されているので、同様に次期計画についても、策定後に、総合教育会議で確認されたら、大綱に代えることができます。

	横山委員
	今の時点では大綱に代わる方針のようなものがないということでしょうか。計画を策定している間に、大綱に代えるかどうかを判断するかということでしょうか。

	教育次長
	あくまでも今の段階では、学校教育課長が説明したように、その内容に基づいて計画を策定していきたいという意向が教育委員会事務局の方にあるということです。ただ、策定委員会を開いてみて、内容を新たに盛り込んだり、変更したりする可能性はあります。現段階では、基本的なところをもって大綱に置き換える予定である確認ができたらと思います。

	横山委員
	具体的には、どういうことですか。

	総務課長
	　次期計画ができた後に大綱に代えることを決定するようになりますが、現時点で、説明のあった方向でいいかということを確認します。もう１点は、次期計画の基本体系です。これは学習指導要領、国・県の計画を参考に作られています。先ほど２０４０年の問題の説明がありましたが、基本理念・基本方針、それに基づく施策と基本事業という項目建てで進めてもいいか本日確認することでよろしいですか。

	教育次長
	　はい。

	総務課長
	先ほど、説明のあった次期計画の基本理念や施策の組み立てが、これでいいかということを踏まえてご意見いただければと思います。恐縮ですが、委員さん1人1人をご指名しますので、簡単にお答えいただければ大変助かります。横山委員から順番にお願いします。

	横山委員
	次期計画を策定するにあたっては、説明の中にもありましたが、本年度６月１６日に、国の計画も出され、県も現在策定されているので、基本的には国や県の計画を参考に、町が計画立てていく方針、計画素案でいいと思います。
若干、高知県の方が横断的な取り組みというか、不登校の対応や、働き方改革など、教職員の働き方について、取り組みを行う方針を出されているので、そういう横断的な取り組みがあれば、話し合いの中で入れていったら、より具体的になるのではないかと思います。
　それから、施策と基本事業、施策の１から３、前回はいくつだったのでしょうか。基本施策はもっと膨らんでいく場合も出てくるのでしょうか。

	学校教育課長
	現在の基本施策は、資料１の２に示した内容となり、４つの分野にまたがって、非常に細かく記載しています。この内容については、教育委員会で点検・評価を行っています。
学校教育の施策についても、基本的にはこの計画に記載されている内容をベースに実績等確認をしています。今回、この計画に載せた基本施策については、教育委員会の点検、評価等との整合性が持てるように整理しています。現在の計画は、非常に細かく書いていますが、充分評価確認ができていると考え、次期計画の項目を設定しています。

	横山委員
	評価と連動しているなら賛成です。

	総務課長
	　それでは、谷口委員からお願いします。

	谷口委員
	僕の方からは格別ありませんが、できること、できないこと、あるいは四万十町の特殊性、そういうものを次期計画の中に加味しようとしているということ、それぞれに今ある生活も含めようとしているので、それでいいと思います。

	総務課長
	ありがとうございます。

	西谷委員
	私もいいと思います。

	総務課長
	教育長から何かありませんか。

	教育長
	事務局から説明した次期町計画の体系は、あくまでも策定委員会の中で検討いただく際のたたき台です。高知県の教育に関する大綱は、スポーツ、文化財等全部入っており、教育振興基本計画は、大綱を踏まえて策定されていますが、学校教育に特化した計画で、文化生涯学習、スポーツ振興は省かれています。
四万十町は、生涯学習まで盛り込んだ計画としなければいけないので、国を参酌しますが、特に学校教育に関しては、県とも連動しないといけないというところです。
先ほど、事務局から２０４０年を見据えたとありましたが、まず教育関係者、学校関係者が、この計画を目標として読み取ってもらえるものにしなければなりません。そこも踏まえ、今後の策定委員会で、ご意見もいただきながら、進めていきたいと思います。
尚且つ、町の総合振興計画につながる連続性、連携が取れた調整を図っていければと思います。基本理念については、これまでも挙げてきた、たくましく人間性豊かな人づくりが１番の大本になり、今後のまちづくりに資する人材育成だと思います。このことも含め、町長から総合振興計画につながる考え方をいただければと思います。

	町長
	基本理念や、基本事項、事業については、特にいろいろあると思いました。
　勉強不足で申し訳ないですが、ただ今、教育長が言われたように、どんなことが起きるかわからないという時代を想定した時は、やっぱりたくましく、いろんな課題に直面してもめげない、たくましく生きていけるような力を養っていただける教育が一番大事だと思います。そういう意味では、具体的な方針はこれ結構ですので、施策の中に反映できることを盛り込んでいただきたいと思います。とにかく力強く生き抜いていける子ども達を作っていくことが１番重要になると思います。そういうところを１つのポイントにしていけばいいと強く思いました。

	教育長
	国の計画に、日本社会に根ざしたウェルビーイングということで、心身ともに社会的にも幸福で生きがいのある、教育のあり方とあります。学校教育、社会教育の充実を図ることで、ウェルビーイングを向上していこうという、基本的な方向性・根拠であるとは理解できますが、四万十町の計画にウェルビーイングと明文化をするのはどうでしょうか。

	町長
	達成できる仕組みとして施策とするのはいいが、それをもともとの目的としてしまうと、理解でき難い気がする。どういう子ども達を育てるかという施策に重点を置いて、この言葉は必要ないと思います。

	総務課長
	教育長と町長とのやり取りを聞かれた上で、ご意見等あればお願いします。
ご意見等が無いようですので、今一度冒頭に自分から申し上げたことを確認させていただきます。次期の教育振興基本計画を大綱に代える方向性については、学校教育に特化してないこともあり、大綱にかなり近いものであるということで、よろしいでしょうか。
それから、次期の教育振興基本計画について、骨格は事務局が示した内容で問題ないということで、本日の議論も踏まえ、今後必要に応じて共有しながら進めていくとうことでよろしいでしょうか。

· 全員が了承

その２点が確認できたので安心しました。ありがとうございました。それでは、議題の２番目、文化的施設について、事務局から説明をお願いします。

	政策監
	お時間いただきましてありがとうございます。お手元に、文化的施設関係次第と書かれた１枚のペーパーと、別冊になった関係資料があると思います。
まずは、これまでの経過及び今後の予定についてと、現在、定例教育委員会で話を進めている、公立社会教育施設等の移管と、施設の設置条例案について説明します。令和２年１０月総合教育会議では、当時の担当課、生涯学習課から説明をさせていただきました。その際には、文化的施設の概要、施設を核とした中心市街地の活性化という内容で、事業の概要を説明させていただきました。今回は、移管の話というところで、資料をまとめています。
これまでの経過と今後の予定について、今までもお示しておりますので、直近の令和５年度をご覧ください。
７月に本体建築工事等の発注と、図書館システムの入れ替えを予定しています。委託先の選定は、８月に入札も終わり、本体、電気、機械のうち、本体と機械については落札されています。今度の議会では、その議案を提出させていただく予定ですが、現在は工事の発注段階に来ています。また、施設の愛称を募集しており、現在で約３５０件程度の愛称が寄せられています。募集は９月２２日までの予定ですので、もう少し時間がありますが、先日高校等にも呼び掛け、学生さんにも応募していただこうと、取り組みを進めています。また何かありましたらお声掛けいただければと思います。
こういう状況で進めていますが、ご承知の通り、住民投票条例制定の直接請求がありました。８月３０日付けで正式に受理していますので、今後の議会で住民投票条例の制定について、議案が提出されることになります。その議案は、町長の意見を付けて提案する予定です。議会が始まりましたら、ご覧いただければと思います。そういう状況で、令和６年度末の完成を目指して進めているところです。
町長部局への移管については、２ページ目以降から資料をつけさせていただいています。まず２６ページをご覧ください。
これまで協議を進めてきましたが、改めて正式に移管に向けての協議をさせていただきたいという、文書を載せています。真ん中には、サービス計画に書かれている内容の一部を抜粋しています。内容としては大きく２点ありまして、施設の開館時には既存の町立図書館・美術館を町長部局に移管し、町長部局の所管とする方向で検討を進めるということが1点目になります。２点目としては、開館までに町長部局、教育委員会事務局双方において、移管を含めた施設の最適なやり方の研究と、組織体制や分掌事務の見直しについて、関係機関と協議を行った上で、管理運営に必要な例規の整備を行っていこうと確認させていただいたところです。出来ればこの文書では、１０月ぐらいまでに協議を整えたいということで進めています。
裏のページには、今回移管するにあたり整理する必要のあるものを下の表に主な協議事項というところでまとめています。その番号を元に上の表は、どの組織で、いつまでに何を決定しなければならないのかがわかるようにスケジュールを載せています。１０月から１１月には、愛称も決定し、条例案を最終的なものにまとめていきたいと思っています。
教育委員会では、それぞれ関係する図書館協議会や美術館運営審議会等で色々な案をいただきながら、話をまとめていただいていますので、この方向で進めていくことをご理解いただいていると思います。なお、ご意見等ございましたら、この場でも改めていただきたいです。
後ろの方に、関係する資料をつけさせていただいています。
２９ページ、３０ページには、以前お示しした施設の設置条例を載せています。それらを整えながら開館を目指していきたいと思っています。繰り返しになりますが、本日の総合教育会議の場で、方向性についてご意見がありましたら改めて頂戴したいと思います。

	総務課長
	特にこの件は情報共有というところが強いと思いますが、ご意見ご質問がございましたらお願いします。

	教育長
	移管について、町長部局へ移管をすることで観光や地域づくりの広がりを持たせる社会教育施設としての機能を発揮していただきたいと、教育委員会としても確認しています。移管に向けてのスケジュールについては、さらに協議を深め、町長に回答させていただきたいと思います。

	総務課長
	ありがとうございました。他に何かご意見が無いようでしたら、２番目の議題については、以上とさせていただきます。
ありがとうございました。

	政策監
	ありがとうございました。
引き続き、よろしくお願いいたします。

	総務課長
	　それでは、３番目の議題に移ります。その他ということで、自由にご意見をいただこうかと思ったところですが、次第の最後につけています資料をご覧ください。現在、町が行っている子育て支援策のうち、予算が関わっているものになります。
令和５年度においても、色々な子育て支援策を行っている中で、拡充をしている部分が多くあり、それを赤字で示しています。大きいところでは給食費の無償化や、医療費助成を18歳までに拡充したということがあります。
こういう支援策の中で、これは効果的であるかどうかというご意見や、来年度の予算編成に向けてご意見をいただきましたら、反映したいという趣旨で資料を用意していますが、資料に関係なく、自由にご発言をいただいても結構です。

	谷口委員
	まだまだ教育についての実態・全体、学校教育とか把握しきっていませんが、１年この業務に就かせてもらって感じたことを申し上げたいと思います。
本町の小中学校において、不登校の子ども達がいるわけで、だいたい年１２名ぐらいの子どもが、我々の資料に載ってきます。　
高知県の不登校児童生徒数は、全国１位で、１，０００人あたりの人数が３１．２という数字が出ています。四万十町の小学校の児童が９００人ぐらいなので、高知県の人数ほどではないですが、１，０００人あたりでは大体１２～３ということになります。
視点を変えて、ハインリッヒの法則という労働災害の経験則による公式があります。それでいうと３００のヒヤリハット、いわゆるちょっとした危険を察知することが、３００あれば１０分の1の３０が一つの事故に繋がり、その内、３０分の1で重大な災害が発生するという法則です。それを適用して考えると、いわゆる３００人に１人ということになり、９００人で３人という数になりますが、それから比べたら非常に少ないです。時代によって色々違ってきますが、一応そういう法則で労働災害への喚起啓発を行うわけです。
そして、四万十町の現状を考えた場合、田舎の１，０００人あたりで１２～３人は、田舎にしては多いのではないかと私なりに解釈しています。市内とかを含めた統計学で、１，０００人あたり３１．２人という人数が出ているので、そのことを考えると、２０１７年からスクールカウンセラーが設置され、人数的にはだんだん減っていますが、１０名を切っているようには見受けられません。私の勉強不足かもしれませんが、その辺を総合的に考え、もう一歩踏み込んでもらいたいです。
四万十町には、健康福祉課、あるいは教育支援センター、教育研究所、社会福祉協議会とかいろいろ連携する場所があるので、そこに加えて心理士を置き、色々な相談に乗ってあげられるようにしたらいいと思います。
今まで踏み込んでいけなかった、もう一歩もう半歩でも前に進んで、その子たちに接することができるようになれば、人数的にはそんなに減少をしないかもしれませんが、予防処置にはなり、だんだんと人数が減ってきて、地域のそういう子ども達を大切に扱う機会になるのではないかと思っています。　
例えばスポーツをやっても、やるからには成績はついてまわりますが、やっぱり楽しくできるという事が一番の基本であって、その後に結果が伴うのだと思います。そういう環境を作り、心のケアをすることは、大人も一緒、子どもも一緒です。
病気のために長期休んだりする人が多いと思いますが、その人たちに尽くそうとするその方針が、これから先の子ども達の、あるいは大人たちの心、四万十町にいて良かったという実感に繋がっていくのではないのかと思います。
今まで色んな文章を見てきて、そういう子ども達に「寄り添う」教育という言葉が出てきますが、私はその言葉はもっと難しい言葉であって、どうも一人歩きをしているように思います。「寄り添う」という言葉を使えば、子ども達をしっかり見ていると思われがちですが、違うのではないのかと私なりに違和感があります。
冒頭に申し上げましたが、１年ちょっとでこういった提案をするのはおこがましいですが、この中で１番年長ですので、高齢者ということでお許しいただければと思います。 

	総務課長
	ありがとうございました。貴重なご意見をいただきました。
現状や対策、子ども子育て支援人材、多様な話がありましたが、一旦教育長か次長の方から現状等、ご回答をお願いします。

	教育次長
	　不登校の要因について、教育委員会の中でも話をしたと思います。本当に様々な理由があり、特効薬はないのが現状です。
例えば、スクールソーシャルワーカーの配置は、一定効果が見えていますが、保護者の方でシャットアウトしている、接触を拒むという場合や、保護者が今の学校教育を否定するような考え方を持っている場合については、全く特効薬がなく、取り付く島がない状況です。接触ができる方については、専門家を紹介し、手を打てば絶対効果が上がってくると思います。
総務課長からもありましたように、相談窓口の一本化のような形で、健康福祉課と一体的に取り組むことも検討中です。
なかなか難しい状況ですが、解消に向けて動いていきたいという意向を持っていますので、またご意見をいただければと思います。

	町長
	これは本当に大事なことだと思いますので、今日はここで結論が出なくても、一回ご提案いただいたということで、今後教育委員会で、必要性をもう一回整理していただきたいと思います。予算措置は、我々の方で例年どおり措置しますので、必要であれば、取り組みに足そうかと思いますので、状況を確認しながら、ちょっと研究をしてみてください。

	教育長
	　不登校傾向のみならず、家庭環境、本人の特性、発達障害的なところで支援サポートが必要な児童生徒が見受けられ、その１人の子を中心に周りができるサポート体制、子ども家庭庁ができました。
今年の４月には、こども基本法も制定され、子どもを中心に健康福祉課、教育委員会、教育研究所で、サポートができる体制、相談窓口も今話をしているところです。
やはり、専門性も必要ですので、今年から言語聴覚士の資格を持った方に来ていただいています。その方は学校現場で子どもの相談のみならず、教員への指導の仕方にアドバイス行うなどし、評価をいただいています。
さらには、相談しやすい窓口機能をもう少し掘り下げて、電話をしやすい、ドアを開きやすい場となるように、健康福祉課と協議を進めています。そこについての必要な予算措置については、町長にもお願いしていきたいと思います。
現在は、内部のプロジェクトチームで話をしていますので、具体的な方向性なり形がみえましたら、また報告をさせていただきます。

	西谷委員
	　谷口委員の話を聞いて、共感するところがありました。そう思っている人はたくさんいます。
でも、これを言ったところで声は届かないと、我慢している人が四万十町にもたくさんいます。
　色々な小学校での読み聞かせに行かせてもらって、１冊の本ですが第３者が入ることで、たったの５分とか１０分ですが、子どもたちもホッとできる時間になっています。それをだいたい全部の小学校でやっています。
図書館に足を運ぶことで、家でも居場所がなかったり、不登校になりかけている子どもでも、本で救われたり、専門的な人がいなくても、第３者が出入りすることで、救われている小学生の子ども達がいます。
中学になったらそれがなくなって、図書館離れをしてしまうので、そういう場面が続いていたらいいねっていう親の声もすごくあります。そういうことを５分でも実現していけたらと考えましたが、月に１回ぐらい子ども達から要望があっても、先生も忙しいし、子どもも勉強で忙しいです。
でも、すごく大事なところだと思います。
その声を聞いてくれる専門的な人が、学校に入ったとして、障害っていうものが目に見えて、ある子どもに対しては色々な機関からのバックアップがあったり、親に対しても出来ることがありますが、病名もついていなかったり、隠していたりする子どもに対してもどうにかできることがあったらと思います。
思いが届く方法は、他にもたくさんあります。色々なやり方がありますが、駄場があったり、第３者が入り込んで読み聞かせをやったり、それで心が救われる子どもが確かにいます。
救いたい気持ちを持つことがやはりきっかけになると思います。どういうことをするかをみんなで話し合わないといけないです。ただ１０分の読み聞かせでも実現できないのはなぜなのかと、私も思うことがいっぱいです。
でも、そうやって気持ちを言うと、共感する人はたくさんいるので、そこから変わってきます。
子ども達が、と言いながらも実際そうじゃないよと、年頃の女の子からやっぱり諦めるしかないということが聞かれるので、そこは大人が行動して変えていかなければと思います。
専門の人を雇って変わるかもしれないので、協力できる大人が周りにいるのなら、出来ることから変えていったらいいと思います。
この先、学校がどんどん統合になって、人数が多い学校が増えたとしても、安心できる四万十町にしていくために、今の谷口さんの話はすごくよかったなと思ったことでした。

	総務課長
	　横山委員はよろしいですか。

	横山委員
	若い頃は、不登校を担当していたのですが、やはり家庭によっても違うし、子どもによっても色々なパターンや状況があります。この子にどうやって接するかとか、会うために結構足を運ぶということも大事でしたが、当時、高知県はあんまり登校刺激を与えるとよくないという考え方があって、あまり関わりを持とうとしませんでした。
ですが、隣の県では全然違うやり方をしています。やり方と接し方を色々と工夫して、悩んだこともすごくありましたが、管理職になってからは自分が直接担当しなかったので、不登校の子どもが完全に学校に行けるまで支援ができませんでした。
でも、やっぱりその居場所を作ってあげたいと思います。
隣の小学校で中学校まで来ない例もありますが、小学校の部屋を借りて来てもらったり、来た時に保健室登校とか、通常の学級も入れるとか、そういったパターンもすごく考え、来た時には全部計画を立てて、前もって授業内容とか時間割を出したり、子どもによって色々変えて、不安を取り除こうとしていました。
それから教育委員になって、他県の委員との交流の時に、大きい市町村はいろいろな教室を作っていることを聞きました。
ですが、予算が追い付かなかったり、来られる人が居なかったり、そういうすごく難しいところがあると思います。
町も特別支援教育支援員など、人的な配置を今の町の教育委員会は、自分が若い頃から比べたら力を入れていて、うまく予算取りをされていて、全然違います。羨ましいといつも思っています。
町で何ができるかというプロジェクトを作って協議しているということは、いい考えだと思います。
なかなか難しいと思いますが、大変だから何もしないという訳にはいかないです。
教育委員会の事務局はすごく色々考えられていて、教育研究所の活動も依然と比べると全然違うと思います。

	総務課長
	　ありがとうございました。不登校の問題は、すぐ出来ること、時間をかけて出来ること、最初から出来ないこと、色々なことが混ざっているように思います。
今後、協議すべき中長期的な課題がある場合には、この場で協議もできればと思っていますので、また両事務局で話をしたいと思います。

	町長
	中学校の外部指導者として、指導にも入っていましたが、働き方改革の中で、外部指導者の導入や、内部指導者のストップなど、今後の在り方として、研究しないといけないと思いました。
先ほどのスポーツの振興も含め、スポーツというのは、人間の徳・体・知という表現の一つのように、本当に健全な子どもたちの発展にすごく重要な要素であると思います。
ですから、学校現場の環境もありますが、そこをクローズアップして、今後外部指導者をどうするか協議する時期がくると思います。
問題提起をしていただいて、次回の会議までにはそんな状況も伝えていただきたいと思います。どういった方向でそういった指導者を確保するかということを、議論したいと思いますので、検討してみていただけたらと思います。

	教育長
	　中学校の部活動の地域移行については、なかなか具体的に進んでないところですが、協議は進めています。1つの部活動を中心に、モデル的に、子ども達が活動してみたいスポーツのできる環境を、もう1度この人口減少の中でも、深掘りしていきたいと思います。

	町長
	　当然、予算がないと人材が確保できないと思うので、早め早めに議論したらどうかと思っています。もっと力を入れたほうがいいのではないかと思っています。教員の皆様の働き方も変わってくると思うので、そこを代替案として研究して、また我々に情報提供いただけたらと思います。

	総務課長
	ありがとうございました。その他ございませんでしょうか。
それではお時間になりましたので議題については以上とさせていただきます。

	町長
	　本日はお疲れ様でした。
教育委員会部局と町長部局と協議をさせていただいて、方向性を1つにする大変有意義な会だったと思います。情報共有をしながら、私のやるべきこと、そして教育委員会のやるべきこと、教員の皆様のやるべきことを整理し、しっかりした教育環境の実現に向けて取り組みたいと思います。
また、時間超過しましたが、大変今日はありがとうございました。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げまして、閉会したいと思います。ありがとうございました。
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